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南陽市農業委員会委員総会会議録 
 

南陽市農業委員会会長 髙 橋 善 一 は、南陽市農業委員会委員総会を 

令和４年３月２３日午後１時３０分南陽市役所議会全員協議会室に招集した。 

 

1.招 集 委 員 １３名 

 

2.出 席 委 員 １２名にしてその氏名は次のとおり 

 １番 髙橋 善一 ３番 髙橋 誠一 ４番 峠田 一徳 

 ５番 浅野 厚司 ６番 渡部 基司 ７番 本間 仁一 

 ８番 安達 芳紀 ９番 佐藤 一志 10番 小野 博 

 11番 渡沢 寿 12番 伊藤 圭一 13番 鈴木 正徳 

       

3.遅刻通告委員 １名にして氏名は次のとおり 

 ２番 黒澤 ちよ子     

       

4.出席事務局職員 南陽市農業委員会 事 務 局 長 安部 浩二 

 同      上 事務局長補佐 山内 美穂 

 同         上  農 地 係 長 嶋貫 信一郎 

  

5.付 議 事 件 日程第 1  会議録署名委員の指名について 

 日程第 2  会期の決定について 

 日程第 3  諸般の報告について 

 日程第 4 報第 ４号 南陽市認定農業者の認定について 

 日程第 5 報第 ５号 農地法第１８条第６項の規定による通知の

報告について 

 日程第 6 議第 ９号 農地法第３条の規定による許可申請に対す

る許可の可否について 

 日程第 7 議第１０号 農地法第５条第 1 項の規定による許可申請

に対する意見決定について 

 日程第 8 議第１１号 南陽市農用地利用集積計画の策定に係る決

定について 

 日程第 9 議第１２号 南陽農業振興地域整備計画の変更に係る意

見決定について 

 日程第 10 議第１３号 令和４年度南陽市農業委員会活動方針等の

決定について 

 日程第 11 承第 １号 事務局職員の任免について 
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6.会 議 の 要 領 

議長（髙橋会長） 

（開会：ときに午後１時３０分） 

 

令和４年３月１６日付け南農委告示第４号をもって招集いたしま

した、南陽市農業委員会委員総会を開会いたします。 

ただいま出席されている委員は１２名であります。 

また、遅刻する旨の届出あった委員は、２番 黒澤ちよ子委員の１

名であります。 

よって過半数の出席を得ており、会議規則第７条の規定により会議

が成立いたしますので、直ちに会議を開きます。 

本日の会議は、お手元に配布しております議事日程によって進めま

す。 

 

議長（髙橋会長） それでは日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。会議録署

名委員は、会議規則第４０条の規定により議長が指名いたします。 

４番 峠田一徳委員、５番 浅野厚司委員の２名を指名いたします。 

 

 会議録署名委員 ４番 峠田 一徳 委員 

  ５番 浅野 厚司 委員 

    

議長（髙橋会長） 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。会期は本日

1日限りとすることにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なしの声……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。よって、本委員会委員総会の会期は、本日 1

日限りと決しました。 

 

議長（髙橋会長） 日程第３「諸般の報告」につきましては、別紙諸般の報告書によっ

てご了承願います。 

 

議長（髙橋会長） 日程第４ 報第４号「南陽市認定農業者の認定について」を上程い

たします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

安部事務局長 ただ今上程されました、報第４号「南陽市認定農業者の認定につい

て」の提案理由を申し上げます。 

本案は、令和４年３月１日付け農第１０７２号で、南陽市長から本

委員会に対し、３月１日付けで１０件を認定農業者として認定した旨

の通知がありましたので、ご報告するものであります。 

 

議長（髙橋会長） ただ今の報告に対して質疑ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長）  「なし」の声がありますので、報第４号は了承いただいたものと認

めます。 
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議長（髙橋会長） 次に、日程第５ 報第５号「農地法第１８条第６項の規定による通

知の報告について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

安部事務局長 ただ今上程されました、報第５号「農地法第１８条第６項の規定に

よる通知の報告について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、農地法第１８条第６項の規定により、本委員会に対し賃貸

借の合意解約が成立した旨の通知が１３件ありましたので、ご報告す

るものであります。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長より説明がありましたが、農地係長の補足説明を

求めます。 

 

嶋貫農地係長 ただ今、提案されました、報第５号について、ご説明申し上げます。 

議案書は３ページと４ページになります。はじめに、３ページをご覧

ください。 

１番につきましては、賃貸人■■■■と■■■■の賃貸借契約 ▲

▲字▲▲ 外４筆の田 合計６，９４８㎡を、第三者へ賃貸借するた

め、合意解約するものです。 

２番につきましては、賃貸人■■■■と■■■■の賃貸借契約 ▲

▲字▲▲ 外２筆の田 合計３，９８７㎡を、中間管理事業を利用す

るため、合意解約するものです。 

３番につきましては、賃貸人■■■■と■■■■の賃貸借契約 ▲

▲字▲▲ 外１筆の田 合計３，０３７㎡を、中間管理事業を利用す

るため、合意解約するものです。 

４番、５番につきましては、円滑化事業の解約になります。円滑化

団体の山形おきたま農協を介した、■■■■と■■■■の賃貸借契約 

▲▲字▲▲ 外３筆の田 合計８，０５６㎡を、中間管理事業を利用

するため、合意解約するものです。 

６番につきましては、賃貸人 お亡くなりになった■■■■の相続

人■■■■と■■■■の賃貸借契約 ▲▲字▲▲ 外１筆の畑 合

計１，４５７㎡を、賃借人の申出により、合意解約するものです。 

７番につきましては、賃貸人■■■■と■■■■の賃貸借契約 ▲

▲字▲▲ 田 １，０６４㎡を、第三者へ賃貸するため、合意解約す

るものです。 

８番につきましては、賃貸人■■■■と■■■■の賃貸借契約 ▲

▲字▲▲ 田 ６，６８６㎡を、中間管理事業を利用するため、合意

解約するものです。 

９番につきましては、賃貸人■■■■と■■■■の賃貸借契約 ▲

▲字▲▲ 田 ２，１５０㎡を、中間管理事業を利用するため、合意

解約するものです。 

１０番、１１番につきましては、円滑化事業の解約になります。円

滑化団体の山形おきたま農協を介した、■■■■と■■■■の賃貸借

契約 ▲▲字▲▲ 外２筆の田 合計４，２２３㎡を、中間管理事業

を利用するため、合意解約するものです。 
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嶋貫農地係長 １２番、１３番につきましても、円滑化事業の解約になります。円

滑化団体の山形おきたま農協を介した、■■■■と■■■■の賃貸借

契約 ▲▲字▲▲ 外２筆の田 合計４，８０８㎡を、中間管理事業

を利用するため、合意解約するものです。以上です。 

 

議長（髙橋会長） ただ今の報告に対して、質疑ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、報第５号は了承いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第６ 議第９号「農地法第３条の規定による許可申請に

対する許可の可否について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

安部事務局長 ただ今上程されました、議第９号「農地法第３条の規定による許可

申請に対する許可の可否について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、農地法第３条の規定により、本委員会に対し所有権移転５

件、賃借権設定６件、使用貸借権設定１件、合計１２件の許可申請が

ありましたので提案するものであります。 

農地法第３条第２項各号の規定に基づきご審議のうえ、許可の可否

を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 

 

嶋貫農地係長 ただ今、提案されました、議第９号について、ご説明申し上げます。 

議案書は５ページから７ページになります。はじめに、５ページをご

覧ください。所有権移転の申請となります。 

１番につきましては、■■■■と■■■■の申請で、▲▲字▲▲ 

畑 ９７㎡を所有権移転したい旨の申出があったものです。なお、登

記面積は９７㎡ですが、現地は１５００㎡あり、双方とも現地面積と

登記面積に相違があることは確認済みです。 

２番につきましては、■■■■と■■■■の申請で、▲▲字▲▲ 

畑 ３７㎡を所有権移転したい旨の申出があったものです。 

３番につきましては、■■■■と■■■■の申請で、▲▲字▲▲ 

外１筆の田 合計７２５㎡を所有権移転したい旨の申出があったも

のです。 

４番につきましては、■■■■と■■■■の申請で、▲▲字▲▲ 

外４筆の田 合計２，００４㎡を所有権移転したい旨の申出があった

ものです。 

５番につきましては、■■■■と■■■■の申請で、▲▲字▲▲ 

外３筆の田 合計１，４００．５２㎡を所有権移転したい旨の申出が

あったものです。 
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嶋貫農地係長 次に、６ページをご覧ください。賃貸借権移転の申請となります。 

６番につきましては、■■■■と■■■■との間で設定するもので 

▲▲字▲▲ 畑 ６２７㎡について、新規の１０年で、毎年１１月３

０日支払、金納となっております。 

７番につきましては、■■■■と■■■■との間で設定するもので 

▲▲字▲▲ 田 ４，０１９㎡について、新規の１０年で、毎年１２

月３１日支払、金納となっております。 

８番につきましては、■■■■と■■■■との間で設定するもので 

▲▲字▲▲ 外２筆の田 ２，６１０㎡について、新規の１年で、毎

年１１月３０日支払、物納となっております。 

９番につきましては、■■■■と■■■■との間で設定するもので 

▲▲字▲▲ 田 １，０６４㎡について、新規の１年で、毎年１２月

２５日支払、金納となっております。 

１０番につきましては、■■■■と■■■■との間で設定するもの

で ▲▲字▲▲ 外３筆の田 合計７，５９５㎡について、新規の１

年で、毎年１２月２５日支払、金納となっております。 

１１番につきましては、■■■■と■■■■との間で設定するもの

で ▲▲字▲▲ 外２筆 田 合計５，０８６㎡について、新規の５

年で、毎年１０月２０日支払、物納となっております。 

次に、７ページをご覧ください。使用貸借権設定の申請となります。 

１２番につきましては、■■■■と■■■■との間で設定するもの

で、▲▲字▲▲ 外１０筆 田が２，９５３㎡ 畑が１，９３９㎡ 合

計４，８９２㎡を新規の２０年契約となっております。以上です。 

 

議長（髙橋会長） ここで、現地調査について、担当委員より報告をお願いします。 

はじめに、議第９号１番の現地調査について、１３番 鈴木正徳委

員より、報告をお願いします。 

 

１３番 

（鈴木正徳委員） 

３月２２日に現地を確認してまいりました。現地はぶどうが栽培さ

れていて、ハウス施設があります。■■■■は、昨年の秋から管理し

ているようです。周辺農地への影響は無いことを確認してまいりまし

た。 

 

議長（髙橋会長） 次に、２番の現地調査については、３番 高橋誠一委員より、報告

をお願いします。 

 

３番 

（高橋誠一委員） 

３月２２日に現地調査を行ってまいりました。残雪があったもの

の、確然と管理されていることを確認してまいりましたので報告いた

します。 

 

議長（髙橋会長） ３番及び６番、９番、１０番の現地調査については、私が調査いた

しましたので、私から報告いたします。 

 



－6／17－ 

 

議長（髙橋会長） 昨日、一昨日とそれぞれ回ってまいりました。畑のほうは何も植え

てはおりませんが、草刈りは年に２～３回しているとのことです。 

田んぼのほうは、それぞれ耕作しているところです。雪で全ては分

かりませんでしたけども、常に通っているところですので、確認して

おります。 

 

議長（髙橋会長） 次に、４番及び５番の現地調査について、１１番 渡沢寿委員より、

報告をお願いします。 

 

１１番 

（渡沢寿委員） 

 ３月２１日に現地調査を行ってまいりました。 

 ４番に関しましては、一部雪のために確認できないところもありま

したけども、現地の耕作状況に精通している方に聞き取りをしまし

て、耕作されており周辺農地への影響も無いそうです。 

 ５番に関しましては、雪のために確認できませんでしたが、私の農

地の隣の田んぼでしたので、耕作されていて周辺農地への影響も無い

ことを確認しています。 

 

議長（髙橋会長）  次に、７番の現地調査について、鈴木雄一推進委員より、調査して

いただいておりますので、事務局より報告をお願いします。 

 

嶋貫農地係長  ３月１７日に、鈴木雄一推進委員より調査票を提出していただきま

した。冬季間のため現地は確認できませんでしたが、隣接地を耕作さ

れている方に営農状況を確認したところ、申請地は全て耕作されてお

り、周辺農地への影響も無いことを確認した、とご報告いただいてお

ります。 

  

議長（髙橋会長）  次に、８番の現地調査について、竹田壮芳推進委員より、調査して

いただいておりますので、事務局より報告をお願いします。 

 

嶋貫農地係長  本日朝、竹田壮芳推進委員より報告いただきまして、昨年度まで耕

作されていて、電柵もされてイノシシ対策をしながら耕作していたと

のことを確認した、と報告いただいております。 

  

議長（髙橋会長）  次に、１１番の現地調査について、松田繁徳推進委員より、調査し

ていただいておりますので、事務局より報告をお願いします。 

 

嶋貫農地係長  先週、松田繁徳推進委員より電話で報告を頂戴しております。申請

地は全てが耕作されており、周辺農地へ影響が無いことを確認した、

とご報告をいただいております。 

  

 ………２番 黒澤ちよ子委員 入室（ときに午後１時４６分）……… 

議長（髙橋会長）  お諮りいたします。 

 これより審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござい

ませんか。 

 

 ………異議なしの声……… 



－7／17－ 

 

議長（髙橋会長）  異議なしと認めます。それでは、一括して審議いたします。 

本案件について、質疑、意見を求めます。質疑、意見はございませ

んか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

本案件について表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、申請のとおり許可す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案件については、申請のとおり許可することに決しまし

た。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第７ 議第１０号「農地法第５条第 1 項の規定による許

可申請に対する意見決定について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

安部事務局長 ただ今上程されました、議第１０号「農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見決定について」の提案理由を申し上げま

す。 

本案は、農地法第５条第１項の規定により、本委員会に対し所有権

移転２件の許可申請がありましたので、提案するものであります。 

関係法令、通達及び農地転用許可基準に基づいてご審議のうえ、意

見を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 

 

嶋貫農地係長 ただ今、提案されました、議第１０号について、ご説明申し上げま

す。議案書は８ページになります。 

１番につきましては、■■■■が、■■■■外２名から ▲▲字▲

▲ 畑 １，３８２㎡を所有権移転し、駐車場として利用するため、

申請があったものです。 

当該地は、農地区分第３種農地であり、転用目的も問題なく、許可

要件を満たすと考えます。なお、■■■■は■■■■でいらっしゃい

ますので、■■■■の駐車場としての申請となっております。 

２番につきましては、■■■■が、■■■■から ▲▲字▲▲ 畑 

２７２㎡を所有権移転し、一般住宅を建築するため、申請があったも

のです。 

当該地は、農地区分第３種農地であり、転用目的も問題なく、許可

要件を満たすと考えます。以上です。 
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議長（髙橋会長） ここで、議第１０号１番及び２番の現地調査について、１０番 小

野博委員より、報告をお願いします。 

 

１０番 

（小野博委員） 

５条現地確認の報告を行います。 

３月１８日に私と渡沢寿委員、山内事務局長補佐、嶋貫農地係長の

４名で５条２件の現地調査を行いました。全ての案件とも積雪で確認

できませんでしたが、積雪前の航空写真により、事前着工は無く申請

のとおりであったことを確認したことを、ご報告申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） お諮りいたします。これより、審議に入りますが、一括して審議す

ることにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なしの声……… 

議長（髙橋会長）  異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

本案件について、質疑、意見を求めます。質疑、意見ございません

か。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長）  「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただ今の案件について、申請のとおり許可相当

の意見を付することが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたしま

す。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長）  妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案については、申請のとおり許可相当の意見を付するこ

とに決しました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第８ 議第１１号「南陽市農用地利用集積計画の策定に

係る決定について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

安部事務局長 ただ今上程されました、議第１１号「南陽市農用地利用集積計画の

策定に係る決定について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、令和４年３月１４日付け農第１１１５号をもって、南陽市

長から本委員会に対し、「農業経営基盤強化促進法」第１８条に基づ

いて、３９件の賃借権設定及び２件の使用貸借権設定に関する農用地

利用集積計画を策定するため、当該計画について同条第１項の規定に

より、本委員会において決定するよう求められましたので、ご提案す

るものであります。ご審議のうえ決定くださるよう、よろしくお願い

申し上げます。 
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議長（髙橋会長） ただ今、事務局長より説明がありましたが、事務局長補佐の補足説

明を求めます。 

 

山内事務局長補佐 ただ今提案されました、議第１１号につきまして、ご説明を申し上

げます。議案書は９ページからで、１２ページの総括表をご覧くださ

い。賃借権設定が３９件で、計画面積が田１３９，４５７㎡、樹園地

１１１，０９８㎡の合計２５０，５５５㎡となっております。また、

使用貸借が２件で、計画面積が田３，２２８㎡で、全部の合計が２５

３，７８３㎡となっております。 

１３ページをご覧ください。賃借権の設定につきまして、ご説明を

申し上げます。 

１番につきまして、■■■■と■■■■との間で設定するもので、

▲▲字▲▲の田 ２．５３４㎡外１筆の合計３，５４８㎡について、

再設定の１０年で、毎年１１月３０日支払、物納となっております。 

２番については、■■■■と■■■■との間で設定するもので、▲

▲字▲▲の現況樹園地３，２５３㎡について、再設定の５年で毎年１

２月２５日支払、金納となっております。 

３番については、■■■■と■■■■との間で設定するもので、▲

▲字▲▲の現況樹園地５，９１８㎡について、再設定の５年で、１２

月２５日支払、金納となっております。 

４番については、■■■■と■■■■との間で設定するもので、▲

▲字▲▲の現況樹園地６，１０５㎡について、再設定の５年で、１２

月２５日支払、金納となっております。 

５番については、■■■■と■■■■との間で設定するもので、▲

▲字▲▲の現況樹園地３，６８２㎡について、再設定の５年で、１２

月２５日支払、金納となっております。 

６番については、■■■■と■■■■との間で設定するもので、▲

▲字▲▲の現況樹園地４４５㎡ 外１筆の合計１，２４４㎡につい

て、再設定の５年で、１２月２５日支払、金納となっております。 

７番については、■■■■と■■■■との間で設定するもので、▲

▲字▲▲の現況樹園地３，８４８㎡    

外１筆の合計７，７４９㎡について、再設定の５年で、１２月２５

日支払、金納となっております。 

８番については、■■■■と■■■■との間で設定するもので、▲

▲字▲▲の現況樹園地 

３，９３２㎡ 外１筆の合計８，７７０㎡について、再設定の５年

で、１２月２５日支払、金納となっております。 

９番については、■■■■と■■■■との間で設定するもので、▲

▲字▲▲の現況樹園地５，３３７㎡について、再設定の５年で、１２

月２５日支払、金納となっております。 

１４頁をお開きください。 

１０番については、■■■■と■■■■との間で設定するもので、

▲▲字▲▲の現況樹園地 ２，０５４㎡ 外１６筆の合計６７，３７

３㎡について、再設定の５年で、１２月２５日支払、金納となってお

ります。 
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山内事務局長補佐 次に、１１番から１７ページの３９番までの２９件については、中

間管理事業に伴う賃借権の設定でございます。 

最初に、１１番については、■■■■とやまがた農業支援センター

を介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ８７５㎡ 

外６筆の合計８，５１５㎡について、新規の１０年契約で、毎年１２

月２０日支払、金納となっております。 

次に、１２番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ４，４７２

㎡について、新規の１０年契約で、毎年１２月２０日支払、金納とな

っております。 

１３番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ６０４㎡ 外６筆

の合計９，４９７㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、

金納となっております。 

次に、１５ページの１４番については、■■■■とやまがた農業支

援センターを介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 

３，５２３㎡ 外２筆の合計５，１５４㎡について、新規の１０年、

毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、１５番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ４，００６

㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となってお

ります。 

１６番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ６，６８６㎡につ

いて、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

１７番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ２，１５０㎡につ

いて、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

１８番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，０２４㎡ 外

２筆の合計４，２２３㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日

支払、金納となっております。 

１９番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ７０３㎡ 外２筆

の合計４，８０８㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、

金納となっております。 

次に、２０番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，００９

㎡ 外３筆の合計８，０５６㎡について、新規の１０年、毎年１２月

２０日支払、金納となっております。 

２１番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ４，０７２㎡につ

いて、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 
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山内事務局長補佐 ２２番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ２，４６１㎡ 外

１筆の合計３，０３７㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日

支払、金納となっております。 

次に、１６ページをご覧ください。 

２３番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ２，３８５㎡ 外

４筆の合計９，８３６㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日

支払、金納となっております。 

次に、２４番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，６６０

㎡ 外２筆の合計 ６，３６０㎡について、新規の１０年、毎年１２

月２０日支払、金納となっております。 

次に、２５番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，９１２

㎡ 外５筆の合計１０，７３２㎡について、新規の１０年、毎年１２

月２０日支払、金納となっております。 

次に、２６番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の現況樹園地 

１，２２４㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納

となっております。 

次に、２７番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，３８５

㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となってお

ります。 

２８番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して■

■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，５４１㎡につい

て、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

２９番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して■

■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，０３１㎡ 外３

筆の合計５，０００㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支

払、金納となっております。 

３０番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ２８０㎡ 外２筆

の合計３，７３７㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、

金納となっております。 

続きまして、１７ページをご覧ください。 

３１番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して■

■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，５３７㎡ 外２

筆の合計３，９８７㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支

払、金納となっております。 

３２番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ９９２㎡につい

て、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 
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山内事務局長補佐 ３３番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，０３１㎡ 外

２筆の合計３，８６３㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日

支払、金納となっております。 

３４番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ４，７０６㎡につ

いて、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

３５番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，５１０㎡につ

いて、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

３６番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 １，１０９㎡ 外

１筆の合計３，１４５㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日

支払、金納となっております。 

３７番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ２，５１１㎡ 外

１筆の合計４，４６３㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日

支払、金納となっております。 

次に、３８番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ７０３㎡ 

外７筆の合計９，７９９㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０

日支払、金納となっております。 

次に、３９番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ６２０㎡に

ついて、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっておりま

す。 

続きまして、１８ページをご覧ください。使用貸借権２件について

申し上げます。 

４０番については、■■■■とやまがた農業支援センターを介して

■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ２，８６９㎡につ

いて、新規の１０年契約となっております。 

次に、４１番については、■■■■とやまがた農業支援センターを

介して■■■■の間で設定するもので、▲▲字▲▲の田 ３５９㎡に

ついて、新規の１０年契約となっております。以上でございます。 

 

議長（髙橋会長） お諮りいたします。 

この案件については、「農業委員会等に関する法律」第３１条の規

定に基づく議事参与の制限に該当する委員が１名おりますので、分割

して審議したいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

 

 ………異議なしの声……… 



－13／17－ 

 

議長（髙橋会長）  異議なしと認めます。よって本案件は、分割して審議することに決

しました。 

 それでは始めに、議第１１号 賃借権設定２４番の案件について、

審議いたします。 

 ここで、５番 浅野厚司委員の退席を求めます。 

 
 ………浅野 厚司 委員 退席……… 

議長（髙橋会長）  これより本案件について、審議に入ります。 

 本案件について、質疑、意見を求めます。質疑、意見はございませ

んか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長）  「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただいまの賃借権設定２４番の案件について、

計画のとおり決定することが妥当と認められる委員は、挙手願いま

す。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長）  妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案については、計画のとおり決定すべきものと決しまし

た。 

 

議長（髙橋会長）  ここで、５番 浅野厚司委員の復席を求めます。 

 

 ………浅野 厚司 委員 復席……… 

議長（髙橋会長） 次に、議第１１号 賃借権設定２４番を除く４０件の案件につい

て、審議に入りますが、一括して審議することにご異議ございません

か。 

 

 ………異議なしの声……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。それでは、一括して審議いたします。 

本案件について、質疑、意見を求めます。質疑、意見はございませ

んか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

本案件について表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、計画のとおり決定す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が、全員と認めます。 

よって、本案件については、計画のとおり決定すべきものと決しま

した。 
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議長（髙橋会長） 次に、日程第９ 議第１２号「南陽農業振興地域整備計画の変更に

係る意見決定について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

安部事務局長 ただ今上程されました、議第１２号「南陽農業振興地域整備計画の

変更に係る意見決定について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、令和４年３月７日付け農第１０８３号で、南陽市長から本

委員会に対し、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２

第２項の規定により、計画の変更について意見を求められております

ので、ご提案するものであります。 

ご審議のうえ、意見の決定をくださいますようお願い申し上げま

す。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農林課 衣

袋農政係長の補足説明を求めます。 

 

農林課 

衣袋農政係長 

今回、南陽農業振興地域整備計画の変更についてご意見を求めます

のは、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項の

規定によるもので、法第１２条の２の規定による５年に１度の基礎調

査に伴う、いわゆる総合見直しの内容についてです。 

具体的な内容につきましては、事前にお配りしました計画書本体、

基礎資料及び附図をご覧ください。 

なお、附図１号土地計画利用図に記載しております、農用地区域計

画の変更につきまして補足しますが、漆山地区及び池黒地区におい

て、現在進められている農地整備事業の追加要望箇所に関連し、一部

農用地区域への編入を行い、一方で、山間部等を中心に今後も耕作が

見込めない土地や、農用地区域とすることが適当とされない土地、都

市公園区域や道路用地、水路などについては、農用地区域から除外し

ております。 

面積としては編入が約１７ヘクタール、除外が約１６．７ヘクター

ルで、約０．３ヘクタールの増となっています。 

以上、農業振興地域整備計画を変更することについて、ご了承くだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。説明は以上です。 

 

議長（髙橋会長） これより、審議に入ります。 

本案件について、質疑、意見を求めます。質疑、意見ございません

か。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長）  「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただいまの案件について、変更することが妥当

と認められる委員は、挙手願います。 

 

 ………全員挙手……… 
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議長（髙橋会長）  変更を妥当とすることが全員と認めます。 

 よって、本案については、変更することが妥当である旨の意見を付

することに決しました。 

 

議長（髙橋会長）  次に、日程第１０ 議第１３号「令和４年度南陽市農業委員会活動

方針等の決定について」を上程いたします。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

  

安部事務局長  ただ今上程されました、議第１３号「令和４年度南陽市農業委員会

活動方針等の決定について」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、来年度の南陽市農業委員会活動の方針等を策定するため、

「基本方針」、「活動方針」及び「活動計画」をご提案するものであり

ます。 

 なお、この方針案につきましては、振興専門委員会において原案を

作成し、最適化推進会議でご検討いただいたものでございます。  

 ご審議のうえ決定くださるよう、よろしくお願い申し上げます。 

  

議長（髙橋会長）  ただ今、事務局長より説明がありましたが、事務局長補佐の補足説

明を求めます。 

 

山内事務局長補佐  ただ今提案されました、議第１３号につきまして、ご説明を申し上

げます。議案書は２１ページからになります。  

令和４年度南陽市農業委員会活動方針案等につきましては、ただい

いま事務局長から説明がありましたとおり、これまで振興専門委員会

で協議、作成しました原案を、２月の運営委員会及び最適化推進会議

でご承認いただきまして、本日、総会にご提案申し上げるものでござ

います。 

最初に、２２ページをご覧ください。 

活動方針案につきましては、１番の基本方針において、令和３年４月

の凍霜害等自然災害や新型コロナウイルス感染症による影響等、直近

の農業情勢を加筆、修正を加えたものとなります。 

 ２番の活動方針につきましては、農業委員会としてこれまでと大き

く変わることはありませので、前年度と同様の方針で進めてまいりた

いと考えております。 

 つづきまして、２３ページをご覧ください。活動計画案につきまし

ては、農業委員会としてこれまでと大きく変わることはありません

が、２番の農業施策に関する意見書の作成・提出の部分について、来

年度は改選１年目で意見書作成の年となりますので①は、意見書の

「作成」の記載とし、②は緊急を要する場合の意見書の「作成・提出」

の項目を新たに設けたものです。 

また、２４ページのⅢ農政、農業振興関係事務事業の②に、今国あ

げて積極的に取り組んでいる人・農地プランにおける文言を追加して

おります。 

その他、引き続き次年度も、今年度同様の活動を進めていく内容にな

っております。以上でございます。 
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議長（髙橋会長）  これより審議に入ります。 

 本案件について、質疑、意見を求めます。質疑、意見ございません

か。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長）  「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただいまの案件について、原案のとおり決定す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長）  妥当と認める委員が全員と認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり決定することに決しました。 

 

議長（髙橋会長）  次に、日程第１１ 承第１号「事務局職員の任免について」を上程

いたします。 

 ここで、事務局長以外の職員の退席を求めます。 

 

 ………事務局職員 退席……… 

議長（髙橋会長）  提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

安部事務局長  ただ今上程されました、承第１号「事務局職員の任免について」の

提案理由を申し上げます。 

 事務局職員の任免につきましては、農業委員会等に関する法律第２

６条第３項で、農業委員会が任免すると規定されております。 

このことから委員会の承認を求めるものでございます。 

 なお、職員への内示につきましては、明日２４日の１時予定となっ

ておりますので、それまでの取り扱いについては、ご配慮を賜りたい

と存じます。 

 内容につきましては、会長より申し上げます。 

  

議長（髙橋会長）  それでは私より申し上げます。 

 本日、市長より内示がございました。結果につきましては、別紙の

とおりです。 

 

議長（髙橋会長）  ただ今の報告に対して質疑ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長）  「なし」の声がありますので、承第１号は承認いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長）  ここで、事務局職員の復席を求めます。 

 

 ………事務局職員 復席……… 
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議長（髙橋会長） 以上をもちまして、本日提案されました議題は、すべて終了いたし

ました。 

よって、令和４年３月１６日付け南農委告示第４号をもって招集い

たしました南陽市農業委員会 委員総会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

(閉会：ときに午後２時２１分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


